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令和７年横審第６号 

裁    決 

押船Ａ１被押土運船Ａ２作業台船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ１船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小林努出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年１１月１４日０８時１０分 

 神奈川県横須賀港第５区 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 押船Ａ１         土運船Ａ２ 

  総 ト ン 数 １９トン 

  全   長  １８.００メートル     ５８.５０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １,６８２キロワット 
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  船 種 船 名 作業台船Ｂ 

  全   長 １４４.０メートル 

３ 事実の経過 

(1) Ａ１の構造及び設備等 

Ａ１は、船体中央やや船首寄りのやぐらの上に操舵室を配した、

２機２軸を装備する鋼製押船で、同室中央に両舷の機関遠隔操縦レ

バー並びにレーダー及びＧＰＳプロッターの情報を分割表示するモ

ニター、その左舷側に機関モニター及び延長コードが付いた舵を操

作するリモートコントローラーをそれぞれ備えていた。 

(2) Ｂの構造及び設備等 

Ｂは、平成２７年に建造され、土砂を海底に投棄する際に用いる

汚濁防止枠を備えた非自航式の鋼製作業台船で、船首に居住区、船

尾に土砂を積載した土運船を船内に出入させる際、海面下へ水平に

倒すゲート（以下「船尾ゲート」という。）をそれぞれ備え、汚濁

防止枠を海底まで降ろし、５か所のバラストタンクに注水すること

によって喫水を深くした状態で土運船から土砂を投棄することによ

り、水深３０メートルまで水質汚濁を防止することが可能なもので

あった。 

(3) 本件発生に至る経緯 

Ａ１は、ａ受審人ほか２人が乗り組み、船首１.４メートル船尾

２.４メートルの喫水をもって、その船首を、無人で、土砂   

１,０００立方メートルを積載し、船首尾３.２メートルの等喫水と

なった非自航式で全開式の鋼製土運船Ａ２の船尾凹部に、長さ約 

１５メートル直径５５ミリメートルの合成繊維製ロープを先端に付

けた直径３４ミリメートルのワイヤーで係止した状態で押し、全長

７４.５メートルの押船列（以下「Ａ押船列」という。）を構成し、
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令和５年１１月１４日０７時００分千葉県木更津港の冨津船だまり

の物揚場（以下「冨津物揚場」という。）を発し、浚 渫
しゅんせつ

土砂廃棄

の目的で、横須賀港第５区に向かった。 

ところで、ａ受審人は、同月１０日浚渫した土砂を積載したＡ２

を、冨津物揚場に、船首を東方に向け、その船首から直径４２ミリ

メートル長さ６節の錨鎖に連結された重さ１.４４トンのストック

レスアンカー（以下「Ａ２錨」という。）を水深４メートルの海中

に投じ、ホースパイプから錨鎖約５メートルを延出し、Ａ２錨の先

端まで水没部分が約９メートルとなった状態で左舷着けさせていた。 

発航に先立ち、ａ受審人は、Ａ２錨を収容しないままＢ船内に入

ると、Ａ２錨がＢの船尾ゲートに衝突するおそれがあったが、出港

準備を乗組員がすでに行っていたので、Ａ２錨の揚錨を終えている

と思い、錨の収容状況の確認を十分に行わなかったので、このこと

に気付かなかった。 

 こうして高橋受審人は、Ａ２錨を収容しないまま東京湾を横断し、

０８時０９分僅か過ぎ横須賀港走水防波堤灯台（以下「走水防波堤

灯台」という。）から３３１度（真方位、以下同じ。）１.２海里

の地点で、針路を１７３度に定め、折からの潮流によって左方へ１

度圧流され、４.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手

動操舵によってＢに向かって進行し、０８時１０分走水防波堤灯台

から３３０度１.１海里の地点において、Ａ押船列は、原針路及び

原速力のまま、そのＡ２錨がＢの船尾ゲート中央部に、後方から１

度の角度で衝突した。 

 当時、天候は晴れで風力２の西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期

にあたり、視界は良好で、付近海域には南東方に向かう微弱な潮流

があった。 
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また、Ｂは、作業員８人が乗船し、船首尾２３.２メートルの等

喫水をもって、走水防波堤灯台から３２８度１.０海里の地点で、

船尾ゲートを水面下８.５メートルの深さまで倒し、船体の四方に

錨の付いた長さ１８節の錨鎖を１５節ないし１６節延出させて船体

を固定し、船首を１７２度に向け、Ａ押船列を船内に入れる準備を

していたところ、前示のとおり衝突した。 

   衝突の結果、Ａ押船列はＡ２錨に修理を要しない擦過傷を、Ｂは

船尾ゲート中央部手摺に折損及び船尾ゲート昇降階段に曲損等をそ

れぞれ生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、木更津港を横須賀港第５区に向けて発航する際、錨の収

容状況の確認が不十分で、Ａ２錨を収容しないまま、Ｂに向かって進行

したことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、木更津港を横須賀港第５区に向けて発航する場合、Ａ２

錨を収容しないままＢ船内に入ると、Ａ２錨がＢの船尾ゲートと衝突す

るおそれがあったのだから、錨の収容状況の確認を十分に行うべき注意

義務があった。しかるに、同人は、出港準備を乗組員がすでに行ってい

たので、Ａ２錨の揚錨を終えていると思い、錨の収容状況の確認を十分

に行わなかった職務上の過失により、Ａ２錨を収容しないまま、Ｂに向

かって進行する状況に気付かず、Ｂとの衝突を招き、Ａ押船列及びＢ両

船にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 
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 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和８年１月１３日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  上  羽  直  樹 

 


